
第１回岩倉市障害者計画推進委員会次第

日 時 令和５ 年８月２９ 日

午後１ 時３ ０ 分～

場 所 岩倉市役所７ 階 第２・ 第３ 委員会室

１ 委嘱状交付

２ あいさつ

３ 自己紹介

４ 委員長・ 副委員長の選出

５ 議題

（ １） 障害者計画の概要について（ 資料３ ）

（ ２） 策定スケジュールについて（ 資料４ ）

（ ３） 岩倉市障がい者計画の体系・ 骨子の検討について（ 資料５ 、 ６）

６ その他

〈 配布資料〉

（ 資料１） 岩倉市障害者計画推進委員会委員名簿

（ 資料２） 岩倉市障害者計画推進委員会条例

（ 資料３） 計画策定の趣旨について

（ 資料４） 岩倉市障がい福祉計画及び障がい児福祉計画策定スケジュール

（ 資料５） 岩倉市障がい者計画の体系・ 骨子の検討

（ 資料６） 課題整理シート

〈 資料番号なし〉

・ 岩倉市障がい者福祉に関する計画策定のためのアンケート 調査報告書

・ 岩倉市障がい者計画（ 第５ 期）



岩倉市障害者計画推進委員会名簿

（ 任期： 令和5年4月1日から令和8年3月31日まで）

条例に規定された区分 所属等 氏名

1 識見を有する者 中部学院大学 教授 大藪 元康

2 社会福祉団体等の代表者
社会福祉法人

岩倉市社会福祉協議会 会長
伊藤 憲治

3 障害者関係団体の代表者 岩倉市障害者連絡協議会 石黒 常正

4 障害者関係団体の代表者 岩倉市障害者連絡協議会 長崎 成

5 障害者関係団体の代表者 岩倉市肢体不自由児・ 者父母の会 犬飼 直美

6 障害者関係団体の代表者 岩倉市身体障害者福祉協会 関戸 八郎

7 社会福祉団体等の代表者
社会福祉法人

いわく ら福祉会 施設長
久木 恵

8 社会福祉団体等の代表者
社会福祉法人

尾北しらゆり福祉会 管理者
小倉 栄一郎

9 社会福祉団体等の代表者
岩倉市民生委員児童委員協議会 副会

長
夏目 典子

10 教育機関の代表者 愛知県立一宮東特別支援学校 稲垣 貴子

11 教育機関の代表者 愛知県立小牧特別支援学校 浜田 幸治

12 医療機関の代表者 岩倉市医師会 井上 伸

13 医療機関の代表者 尾北歯科医師会岩倉地区会 犬飼 賢三朗

14 就労支援機関の代表者
尾張北部障害者就業・ 生活支援センター

ようわ センター長
坂野 誠

15 市民の代表者 市民公募 安江 弘雄

16 市民の代表者 市民委員登録者 山中 里美
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【  国 】  

障害者基本計画 

障害福祉計画 

及び障害児福祉

計画に係る基本

指針 

【  愛知県 】  

第５次岩倉市総合計画

整合・ 連携 

整合 

整合 

あいち福祉保健

医療ビジョ ン

2026 

あいち障害者福

祉プラン 2021-

2026 

整合 

岩倉市障がい者計画（ 第６期） 及び 
障がい福祉計画（ 第７期） 及び 
障がい児福祉計画（ 第３ 期）  

・ 岩倉市高齢者保健福祉計画及び介護保健事業計画 

・ 岩倉市子ども・ 子育て支援事業計画 

・ 岩倉市ユニバーサルデザイン振興指針 

・ その他計画 

第３期岩倉市地域福祉計画
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岩倉市障がい者計画の体系・ 骨子の検討
岩倉市障がい者計画（ 第５ 期）

国の方針 県・ 市の方向性 岩倉市の課題

次期 岩倉市障がい者計画の体系（ 案）

基本

理念
計画の体系

基本

理念
施策の方向 施策 取組

と
も
に
生
き
、
と
も
に
創
ろ
う

ず
っ
と
住
み
た
い
、
生
き
が
い
の
あ
る
ま
ち

い
わ
く
ら

施策の方向１

ともに生きる～理解と交流

の推進

＜施策＞

(1) 障がいに対する理解の

促進

(2) 差別解消に向けた取組

の推進

(3) 福祉教育の充実

(4) 交流の促進

【 国の方針】

第５次障害者基本計画 概要

１．差別の解消、権利擁護の推進及び虐待

の防止
○社会のあらゆる場面における障害者差

別の解消

・ 家族に対する相談支援や障害福祉サー
ビス事業所等における虐待防止

・委員会の設置等、虐待の早期発見や防止

に向けた取組
・障害福祉サービスの提供に当たり、利用

者の意思に反した異性介助が行われる

ことがないよう、 取組を推進
・ 改正障害者差別解消法の円滑な施行に

向けた取組等の推進

２． 安全・ 安心な生活環境の整備
○移動しやすい環境の整備、 まちづく り

の総合的な推進

・ 公共交通機関や多数の者が利用する建
築物のバリアフリー化

・ 接遇ガイドライン等の普及・ 啓発等の

「 心のバリアフリー」 の推進
・ 歩道が設置されていない道路や踏切道

の在り方について検討、 信号機等の整

備
・ 国立公園等の主要な利用施設のバリア

フリー化や情報提供等の推進

３ ． 情報アクセシビリティ の向上及び意
思疎通支援の充実

○障害者に配慮した情報通信･放送･出版

の普及、 意思疎通支援の人材育成やサ
ービスの利用促進

・情報アクセシビリティ・コミ ュニケーシ

ョ ン施策推進法に基づく 施策の充実
・ 公共インフラとしての電話リレーサー

ビス提供の充実

・ 手話通訳者や点訳者等の育成、確保、派
遣

４． 防災、 防犯等の推進

○災害発生時における障害特性に配慮し
た支援

・福祉避難所、車いす利用者も使える仮設

住宅の確保
・福祉・防災の関係者が連携した個別避難

計画等の策定、実効性の確保

・ 障害特性に配慮した事故や災害時の情
報伝達体制の整備

５． 行政等における配慮の充実

〇司法手続や選挙における合理的配慮の
提供等

・ 司法手続(民事・ 刑事） における意思疎

通手段の確保
・ 障害特性に応じた選挙等に関する情報

提供の充実、 投票機会の確保

・ 国家資格試験の実施等に当たり障害特
性に応じた合理的配慮の提供

６． 保健・ 医療の推進

○精神障害者の早期退院と地域移行、 社
会的入院の解消

・ 切れ目のない退院後の精神障害者への

支援
・ 精神科病院に入院中の患者の権利擁護

等のため、 病院を訪問して行う相談支

援の仕組みの構築
・ 精神科病院における非自発的入院のあ

り方及び身体拘束等に関する課題の整

理を進め、 必要な見直しについて検討

【 県の方針】

あいち障害者福祉プラン2021-2026

基本理念

全ての県民が、等しく 基本的人権を享
有するかけがえのない個人として尊重さ

れ、 障害の有無によって分け隔てられる
ことなく 、 多様性を認め合い、 相互に人
格と個性を尊重し合いながら共生する地

域社会の実現

施策体系図

１ 安全・ 安心な生活環境の整備

（ １） 安全に安心して生活できる住環境
の整備

（ ２） 障害のある人に配慮したまちづく
りの推進

２ 情報アクセシビリティ の向上及び意
思疎通支援の充実

（ １） 情報アクセシビリティ の向上

（ ２） 意思疎通支援の充実

３ 防災・ 感染症対策・ 防犯の推進

（ １） 防災対策の推進

（ ２） 感染症対策の推進

（ ３） 防犯対策の推進

４ 権利擁護の推進及び行政等における
配慮の充実

（ １） 障害を理由とする差別の解消の推
進

（ ２） 虐待の防止、 権利擁護の推進

５ 自立した生活の支援・ 意思決定支援
の推進

（ １） 意思決定支援の推進

（ ２） 自立した生活の支援

６ 保健・ 医療の推進

（ １） 精神保健・ 医療の適切な提供等

（ ２） 難病に関する保健・ 医療施策の推

進

（ ３） 保健・ 医療の充実等

７ 雇用・ 就業、 経済的自立の支援

（ １） 総合的な就労支援と障害者雇用の
促進

（ ２） 福祉的就労の底上げ

（ ３） 福祉施設から一般就労への移行に
向けた取組

８ 教育の振興

（ １） インクルーシブ教育システムの推

進

（ ２） 教員の専門性の向上

（ ３） 教育諸条件の整備

（ ４） 卒業後の生活へのスムーズな移行

○今後も、 差別解消に向けた具体的な行

動につながるよう、 障がいに関する正

しい知識を市民の中に広げていく た

め、 法の趣旨や障がいのある人に対す

る理解を深める啓発活動を進めること

が重要。

○精神障がいで差別的な扱い等を受けた

と感じる人が多く みられ、 今後も、 市

民の障がいへの理解、差別や偏見の解

消のため、 周知啓発を行っていく とと

もに、 相談支援充実が必要。

○幼いころからの福祉教育等の充実に加

え、 各種団体等と連携・ 協力し、障が

いのある方の理解を目的とした、子ど

もから大人まで多く の市民を対象にし

た福祉教育の充実を図ることが必要。

○身近な地域で日常的に交流を深めてい

く ため、多様な機会を通じて地域住民

とふれあい、 障がいのある人が積極的

に社会活動に参画できるよう支援して

いく ことが必要。

⇒【 施策の方向１】

○障がいのある人が住み慣れた地域で安

定した生活を継続するためには、障が

いの状況に応じた居住の場を整えるこ

とが必要。

○サービス等利用計画が作成され適時の

見直しが行われていく ように、 指定特

定相談支援事業所に対する継続的な支

援が必要。

○地域生活支援拠点を整備し、 身近な困

りごとの相談や365日２４時間の緊急

時受け入れ対応等のサービスの充実が

求められる。

○個々 の障がいのある人のニーズや実態

に応じて適切な支援が行えるよう、 相

談機関の周知・ 場の充実や、支援につ

なげる連携体制を強化し、 相談体制を

充実していく ことが必要。

○障がいのある人が、福祉サービスや生

活に関する情報を、 必要なときに手軽

に入手することができるよう情報提供

に努めることが必要。

○地域では虐待や不適切な行為をされた

ことがある人も見られ、 地域及び当事

者の人権・ 権利に対する意識啓発が必

要。

○成年後見制度の利用を促進するため、

制度の周知とともに権利擁護を担う専

門的人材の育成確保にも取り組んでい

く ことが必要。

○介護･福祉人材の確保を進めるため、

障がい理解を促進するとともに魅力あ

る福祉の仕事への関心を深めてもらう

ことが必要。

⇒【 施策の方向２】

○居住の確保や医師、保健師、 相談支援

専門員等の連携による支援の充実を図

ることが必要。

○障がい者の高齢化・ 重度化がさらに進

むとともに、 医療的ケアが必要な児童

が増えることが予測されるため、保

健・ 医療・ 福祉・ 教育等の関係機関の

と
も
に
生
き
、
と
も
に
創
ろ
う

ず
っ
と
住
み
た
い
、
生
き
が
い
の
あ
る
ま
ち

い
わ
く
ら

１ ともに生きる

～理解と交流

の推進

(1) 障がいに対する理解
の促進

○障がい特性に対する住民への理解・ 啓発の推進

○地域共生の理念の普及

○「 障害者週間」 の周知

○イベント における啓発

○「 車いす使用者用駐車施設」 に関する啓発

○障がいのある人に関するマークの周知

○コミ ュニケーショ ンボードの普及

○コミ ュニケーショ ン手段の利用促進

(2) 差別解消に向けた取
組の推進

○「 障害者差別解消法」 についての周知・ 啓発

○講演会等の実施

○障がいを理由とする差別の禁止

○手続や選挙における合理的配慮の提供

(3) 福祉教育の充実

○福祉教育の充実

○福祉体験学習等の推進

○交流学習の促進

○教職員の指導力向上

○生涯学習における福祉教育の推進

(4) 交流の促進

○岩倉市障害者連絡協議会の活動支援

○当事者団体の「 見える化」 の促進

○社会参加の場の確保

○当事者団体の活動支援

○障がいのある人を支援するボランティ アの育成と

活動支援

○当事者団体への参加促進

施策の方向２

地域で生活する～生活支援

の充実

＜施策＞

(1) 生活の場の確保

(2) 生活支援の充実

(3) 相談・ 情報提供の充実

(4) 権利擁護の推進・ 虐待の

防止

(5) 人材の育成と確保 ２ 地域で生活す

る～生活支援

の充実

(1) 生活の場の確保

○グループホームの充実

○地域生活体験事業の実施支援

○自立生活援助の整備

○住宅改善の推進

(2) 生活支援の充実

○訪問系サービスの充実

○日中活動系サービスの充実

○地域生活支援の拠点づく り

○コミ ュニケーショ ン支援の充実

(3) 相談・ 情報提供の充
実

○相談支援体制の強化

○障害福祉サービスの利用支援

○包括的な相談支援体制の検討・ 重層的な支援体制の

構築

○ピアカウンセリングの促進

○家族支援の充実

(4) 情報アクセシビリテ
ィ の向上や意思疎通
支援

○福祉サービスに関する情報提供の充実

○視覚障がいのある人への情報提供の充実

○障がいのある人への情報提供施設などの周知

○障害者手帳交付時の情報提供の充実

○情報提供にかかわるボランティ ア等の育成

○ユニバーサルデザインの考え方に基づく 情報提供

(5) 権利擁護の推進・ 虐
待の防止

○権利擁護支援体制の整備

○成年後見制度利用支援の充実

○日常生活自立支援事業の利用促進

○虐待の防止等に関する周知・ 啓発

(6) 人材の確保と育成
○福祉・ 介護の仕事の魅力の「 見える化」

○事業者との連携強化

施策の方向３

健やかに生きる～保健・ 医療

の充実

＜施策＞

(1) 保健事業の充実

(2) 医療体制の充実と連携

強化

３ 健やかに生き

る～保健・ 医療

の充実

(1) 保健事業の充実

○妊婦健康診査の充実

○乳幼児健康診査の充実

○乳幼児訪問指導の充実

○各種健康診査・ 事後指導の充実

○健康づく り事業の推進

○障がいのある人への訪問指導の充実

○難病患者への訪問指導の充実

○精神保健に関わる相談援助体制の整備

○職員の研修等の充実

○継続した支援体制の整備

○感染症対策の充実

資料５



岩倉市障がい者計画（ 第５ 期）

国の方針 県・ 市の方向性 岩倉市の課題

次期 岩倉市障がい者計画の体系（ 案）

基本

理念
計画の体系

基本

理念
施策の方向 施策 取組

７．自立した生活の支援・ 意思決定支援の
推進

○意思決定支援の推進、 相談支援体制の
構築、地域移行支援・ 在宅サービス等の
充実

・ヤングケアラーを含む家族支援、サービ
ス提供体制の確保

・ 障害のあるこどもに対する支援の充実

８． 教育の振興
○インクルーシブ教育システムの推進・

教育環境の整備

・自校通級、巡回通級の充実をはじめとす
る通級による指導の一層の普及

・ 教職員の障害に対する理解や特別支援

教育に係る専門性を深める取組の推進
・ 病気療養児への I CT を活用した学習機

会の確保の促進

９． 雇用・ 就業、 経済的自立の支援
○総合的な就労支援
・ 地域の関係機関が連携した雇用前･後の

一貫した支援、就業･生活両面の一体的
支援

・ 雇用・ 就業施策と福祉施策の組合せの

下、 年金や諸手当の支給、 税制優遇措
置、 各種支援制度の運用

・農業分野での障害者の就労支援（ 農福連

携） の推進
１０． 文化芸術活動・ スポーツ等の振興
○障害者の芸術文化活動への参加、 スポ

ーツに親しめる環境の整備
・ 障害者の地域における文化芸術活動の

環境づく り

・ 日本国際博覧会（ 大阪・ 関西万博） の施
設整備、 文化芸術の発信などの環境づ
く り

・ 障害の有無に関わらずスポーツを行う
ことのできる環境づく り

１１． 国際社会での協力・ 連携の推進

○文化芸術・ スポーツを含む障害者の国
際交流の推進

・ 障害者分野における国際協力への積極

的な取組
・ 障害者の文化芸術など日本の多様な魅

力を発信

９ 文化芸術活動・ スポーツ等の振興

（ １） 文化芸術活動の充実に向けた社会

環境の整備

（ ２） スポーツに親しめる環境の整備、
パラリンピック等競技スポーツに

係る取組の推進

【 市の方針】

第５次岩倉市総合計画
施策がめざす将来の姿
●障がいのある人が、 その能力や状況に

応じた必要なサービスや支援を受け、
その人らしく 自立し、 住み慣れた地域
の中で安心して生活しています。

●障がいのある人もない人も、 お互いに
人格と個性を尊重し、 地域や社会が障
がい者と交流し支え合える環境が整っ

ています。

施策の内容

（ 1） 障がい者への地域生活支援と社会参
加促進

個別施策： ①相談支援体制の充実

個別施策： ②福祉サービスの充実と関係
者の連携

個別施策： ③医療費の支援

個別施策： ④就労の支援
個別施策： ⑤スポーツ・ 文化活動等への参

加促進

（ 2） 障がい者に対する理解促進とボラン

ティ ア活動の充実

個別施策： ①福祉教育の充実
個別施策： ②地域での障がい者に対する

理解促進

個別施策： ③障がい者の権利擁護・ 虐待防
止

個別施策： ④ボランティ ア活動の充実

連携強化が必要。

⇒【 施策の方向３】

○地域で暮らしながら専門的な療育を受

けられる体制や、 障がいの特性に応じ

た療育を実施するため、 指導方法等の

工夫や改善を図っていく ことが求めら

れる。

○学校教育・ 子育て・ 福祉・ 就労部門と

の連携を緊密にし、 子どもの成長段階

や障がい特性に応じた必要な支援と相

談体制の充実を図ることが必要。

○より一層のインクルーシブ教育に向

け、 体制の強化を図ることが必要。

⇒【 施策の方向４】

○今後も、 障がい者の雇用促進の充実に

向け、 障がいや障がい者への理解や就

労環境の改善促進に取り組んでいく こ

とが必要。

○企業と就労する障がいのある人とのマ

ッチングや、 就労後も働き続けるため

に、 就労支援実施機関による効果的な

就労移行支援、ジョ ブコーチ等による

就労定着支援の一層の推進が求められ

る。

○障がいのある人の生活の質の向上を図

り、 能力や個性、 意欲に応じて積極的

に社会参加できる環境づく りが重要。

⇒【 施策の方向５】

○公共的建築物や道路などの公共施設等

のバリアフリー化、 ユニバーサルデザ

イン化を推進し、 障がいの有無や年齢

等にかかわらず、 誰もが安心して生活

できるような環境の形成に取り組んで

いく ことが必要。

○今後も、 障がいのある人の外出を支援

するために、 公共交通機関等の移動手

段をより利用しやすく するとともに、

単身での外出が困難な人への支援の充

実が求められる。

○今後も、 災害発生時における避難行動

に支援が必要な方に対して、地域の

人々 が協力して助け合う共助の推進に

取り組むことで、 障がい者の援護体制

の強化を図っていく ことが必要。

○今後、福祉避難拠点の整備や地域住民

が主体となった避難所ごとの管理運営

体制を構築し、災害発生時の迅速かつ

適切な情報提供、 避難支援体制の強化

が必要。

⇒【 施策の方向６】

(2)  医療体制の充実と連
携強化

○精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの

構築

○地域の医療提供体制の構築

○医療的ケア児等の支援体制の構築

○医療費助成の周知

○かかりつけ医の奨励

○在宅歯科診療の周知

○歯科衛生士による訪問口腔衛生指導の周知

施策の方向４

可能性を伸ばす～療育・ 保

育・ 教育の充実

＜施策＞

(1) 療育の充実

(2) 保育・ 幼児教育の充実

(3) インクルーシブ教育※6 

の推進

４ 可能性を伸ば

す～療育・ 保

育・ 教育の充実

(1) 療育の充実

○「 あゆみの家」 の充実

○相談支援体制の強化

○保護者に対する障がい受容支援

○継続的な支援システムの構築

○保護者等の交流の場づく り

(2)  保育・ 幼児教育の充
実

○インクルーシブ保育（ 統合保育） の推進

○専門職の配置・ 職員の知識向上

○子育て相談の充実

○障がい児の受け入れ体制の充実

○保育士、 教員の資質向上

(3) インクルーシブ教育
の推進

○インクルーシブ教育を推進するための多様な学び

の場の充実

○障がいに応じた特別支援学級の設置

○療育の一貫性の確保

○進路指導の充実

○個別の教育支援計画・ 指導計画の活用

○学校教育施設のバリアフリー化の推進

施策の方向５

いきいきと活動する～社会

参加の促進

＜施策＞

(1) 雇用の促進

(2) 就労後の支援の充実

(3) スポーツ・ レクリエーシ

ョ ン、 文化活動の推進
５ いきいきと 活

動する～社会

参加の促進

(1) 雇用の促進

○障がい者雇用についての啓発

○市の法定雇用率の達成

○精神障がいのある人の就労の促進

○就労移行支援事業の参入促進

○就労継続支援事業の参入促進

○一般就労が困難な人の就労の場への支援

○障がい者雇用に関する「 見える化」 の促進

○多様な就労体験・ 実習の場の確保

○優先調達の推進

(2) 就労後の支援の充実

○就労定着支援事業の周知と参入促進

○ジョ ブコーチの普及促進

○職場における合理的配慮の提供義務等の周知

○合理的配慮の事例の収集と発信

(3) スポーツ・ レクリエ
ーショ ン、 文化活動
の推進

○スポーツ施設、文化施設等のバリアフリー化の推進

○スポーツ・ レクリエーショ ン、文化活動にかかるイ

ベント の支援

○スポーツ教室の充実

○スポーツ大会等への参加支援

○市民健康マラソンにおける配慮

○スポーツ施設の利用促進

○スポーツ活動関連情報の提供

○障がい者スポーツの普及

○障がい特性に合わせた参加しやすい環境づく り

○障がいの特性に応じた文化活動への参加機会の拡

充

施策の方向６

安心して暮らす～安全・ 安心

の整備

＜施策＞

(1) ユニバーサルデザイン

に基づいたまちづく り

の推進

(2) 外出・ 移動支援の充実

(3) 災害時の地域支援体制

の確立

(4) 福祉避難所の整備

６ 安心し て暮ら

す～安全・ 安心

の整備

(1) ユニバーサルデザイ
ンに基づいたまちづ
く りの推進

○ユニバーサルデザインに基づく まちづく りの推進

○公共施設等のバリアフリー化の推進

○民間施設のバリアフリー化の推進

○こころのバリアフリー化の推進

○障がい者補助犬の受け入れ

(2) 外出・ 移動支援の充
実

○障害福祉サービスによる外出支援

○タクシー料金の助成による外出支援

○デマンド型乗合タクシーによる外出支援

○自動車運転免許取得費等の助成

○交通事業者との連携強化

(3) 災害時の地域支援体
制の確立

○避難行動要支援者に対する支援の推進

○地域防災体制の強化

○避難行動要支援者支援制度の啓発

(4) 福祉避難所の整備
○避難路の確保と周知

○福祉避難所の整備

○緊急通報システムの普及等
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課題整理シート  

「 施策の方向１ ともに生きる～理解と交流の推進」 についての課題 

現計画の方向性

障がいと障がいのある人への理解を広め、 ノーマライゼーショ ンとソーシャルインクルージョ ン

（ 社会的包容力） の理念の浸透を図るため、 あらゆる機会を活用して広報・ 啓発活動を推進すると

ともに、 真の相互理解を図るため障がいのある人と地域住民との交流機会の創出に努めます。  

市民と行政が協働で障がいのある人の生活を支えるしく みづく りをめざし、 ボランティ アの育成

や、 関連団体の活動を支援していきます。  

（ １） 障がいに対する理解の促進 

（ ２） 差別解消に向けた取組の推進 

（ ３） 福祉教育の充実 

（ ４） 交流の促進 

国の方針 

○「 障害者権利条約」 の国会承認（ 平成26 年１月）  

○「 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」 の施行(平成28 年4 月1 日）  

【 障害者基本計画（ 第５次） 】  

１． 差別の解消、 権利擁護の推進及び虐待の防止 

○社会のあらゆる場面における障害者差別の解消 

・ 家族に対する相談支援や障害福祉サービス事業所等における虐待防止委員会の設置等、 虐待の

早期発見や防止に向けた取組 

・ 障害福祉サービスの提供に当たり、 利用者の意思に反した異性介助が行われることがないよ

う、 取組を推進 

・ 改正障害者差別解消法の円滑な施行に向けた取組等の推進 

１ 事業評価 

２ アンケート  

調査結果 

調査結果項目 問番号 

近隣でおつきあいをしている人が“ いる” 74.8％（ 身体障がい： 79 .9％、 知的障が

い： 56.8％、 精神障がい： 64 .7％）  

障がい者 

問35 

困ったときに相談できる人がいない人が身体障がいで49.7％、 知的障がいで62.5％、

精神障がいで69.0％。  

障がい者 

問35③ 

地域の活動や行事にどの程度参加しているかについて、 “ 参加している” 人が 15.2％

（ 「 積極的に参加している」 「 ときどき参加している」 を足した割合）  

障がい者 

問36 

不当な差別的取扱いや合理的配慮の不提供を感じ たことがある人が身体障がいで

7.8％、 知的障がいで 15.9％、 精神障がいで 24.6％（ 「 ある」 「 少しある」 を足した

割合）  

障がい者 

問50 

どのようなときに不当な差別的取扱いや合理的配慮の不提供を感じたかについて、 「 働

きたいとき、 働く とき」 「 公共施設や交通機関を利用するとき」 「 情報を得たいとき、

コミ ュニケーショ ンをとりたいとき」 などの意見が上位に挙がっている。  

障がい者 

問51-① 

不当な差別的取扱いや合理的配慮の不提供を感じたときに、 どこに相談したかについ

て、 「 相談していない」 が 59.6％と最も高く 、 次いで「 どこに相談したらいいかわか

らない」 が14 .7％、 「 岩倉市役所（ 福祉課） 」 が11 .9％。  

障がい者 

問51-② 

今後、 充実すべきだと考えることについて、 「 障がい者の理解に対する社会啓発の促進

（ 差別や偏見をなく す） 」 が19 .2％。  

障がい者 

問54 

地域の活動や行事にどの程度参加しているかについて、 “ 参加している” 人が 22.1％

（ 「 積極的に参加している」 「 ときどき参加している」 を足した割合）  

障がい児 

問38 

不当な差別的取扱いや合理的配慮の不提供を感じ たことがある人が身体障がいで

35.3％、 知的障がいで30.8％、 精神障がいで37.5％、発達障がいで28.0％。 （ 「 あ

る」 「 少しある」 を足した割合）  

障がい児 

問49 

どのようなときに不当な差別的取扱いや合理的配慮の不提供を感じたかについて、 「 公

共施設や交通機関を利用するとき」 「 病院で医療を受けるとき」 「 情報を得たいとき、

コミ ュニケーショ ンをとりたいとき」 などの意見が上位に挙がっている。  

障がい児 

問50-① 

資料６
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不当な差別的取扱いや合理的配慮の不提供を感じたときに、 どこに相談したかについ

て、 「 相談していない」 が 39.3％と最も高く 、 次いで「 岩倉市役所（ 福祉課） 」 が

21.4 ％、 「 福祉課以外の岩倉市役所の窓口」 、 「 どこに相談したらいいかわからな

い」 が10 .7％。  

障がい児 

問50-② 

今後、 充実すべきだと考えることについて、 「 障がい者の理解に対する社会啓発の促進

（ 差別や偏見をなく す） 」 が38 .1％。  

障がい児 

問53 

３  次期計画に向

けた課題 

（ １） 障がいに対する理解の促進

障害者基本法では、 身体、 知的、 精神の３ 障がいに加え、 難病、 発達障がい及びその他心身の

機能に障がいのある人がその定義に加えられており、 多様な障がいに対する理解を広めていく こ

とが求められています。  

アンケート 調査によると、 今後、 充実すべきだと考えることについて、 「 障がい者の理解に対

する社会啓発の促進（ 差別や偏見をなく す） 」 が障がい者で19.2％、 障がい児で38.1％となっ

ています。  

今後も、 差別解消に向けた具体的な行動につながるよう、 障がいに関する正しい知識を市民の

中に広げていく ため、 法の趣旨や障がいのある人に対する理解を深める啓発活動を進めることが

重要です。  

（ ２） 差別解消に向けた取組の推進

障害者差別解消法は、 不当な差別的取扱いを禁止し、 個々 のニーズに応じた合理的配慮の提供

を求めることで、 障がいのある人に対する差別をなく し、 誰もが分け隔てなく 共生する社会を実

現することを目的としています。  

不当な差別的取扱いや合理的配慮の不提供を感じたことがある障がい者が、 身体障がいで

7.8 ％、 知的障がいで 15.9 ％、 精神障がいで 24.6 ％、 また， 障がい児で身体障がいで

35.3％、 知的障がいで30.8％、 精神障がいで37.5％、 発達障がいで28.0％（ 障がい児） とな

っており、 精神障がいで差別的な扱い等を受けたと感じる人が多く みられます。 また、 どのよう

なときに不当な差別的取扱いや合理的配慮の不提供を感じたかについて、 障がい者で「 働きたい

とき、 働く とき」 「 公共施設や交通機関を利用するとき」 「 情報を得たいとき、 コミ ュニケーシ

ョ ンをとりたいとき」 などの意見が、 障がい児で「 公共施設や交通機関を利用するとき」 「 病院

で医療を受けるとき」 「 情報を得たいとき、 コミ ュニケーショ ンをとりたいとき」 などの意見が

上位に挙がっています。  

不当な差別的取扱いや合理的配慮の不提供を感じたときの相談先について、 障がい者で「 相談

していない」 が59.6％と最も高く 、 次いで「 どこに相談したらいいかわからない」 が14 .7％、

障がい児で「 相談していない」 が 39 .3 ％と最も高く 、 次いで「 岩倉市役所（ 福祉課） 」 が

21.4 ％、 「 福祉課以外の岩倉市役所の窓口」 、 「 どこに相談したらいいかわからない」 が

10.7 ％となっており、 相談していない、 または相談する場所がわからない人が多く みられま

す。  

今後も、 障害者基本法や障害者差別解消法の目的とする共生社会の実現に向けて、 市民の障が

いへの理解、 差別や偏見の解消のため、 周知啓発を行っていく とともに、 相談支援充実が必要で

す。

（ ３） 福祉教育の充実

障がいのある人とない人の交流を促進することによって相互の理解を深め、 障がいの理解と差

別の解消に向けた講演会や研修、 福祉教育の推進、 障がい者施設と地域との交流等により心のバ

リアフリーを推進し、 すべての人の人権が尊重される地域社会の実現を目指す取組が必要です。  

幼いころからの福祉教育等の充実に加え、 各種団体等と連携・ 協力し、 障がいのある方の理解

を目的とした、 子どもから大人まで多く の市民を対象にした福祉教育の充実を図ることが必要で

す。  

（ ４） 交流の促進

障がいに対する理解を促進するために、 障がいのある方との交流や触れ合いの機会を通じて、

互いの違いや特性を理解することが必要となります。  

アンケート 調査によると、 近隣でおつきあいをしている人が障がい者で７割を超えています。

また、 困ったときに相談できる人がいない人が身体障がいで49.7％、 知的障がいで62.5％、 精

神障がいで 69.0％となっており、 精神障がいで相談できる人がいない割合が高く なっていま

す。  

地域の活動や行事にど参加している人が障がい者で15 .2％、 障がい児で22.1％となっていま

す。  

そのため、 身近な地域で日常的に交流を深めていく ためにも、 障がい者団体や事業所等との連

携・ 協力により、 多様な機会を通じて地域住民とふれあい、 障がいのある人が積極的に社会活動

に参画できるよう支援していく 必要があります。  
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課題整理シート

「 施策の方向２ 地域で生活する～生活支援の充実」 についての課題 

現計画の方向性

障がいのある人が、 地域において普通に生活が送れるよう 、 住まい、 生活支援、 就労支援、 相

談・ 情報提供など、 障がいのある人とその家族のニーズに応じたサービスの充実を図ります。  

判断能力が不十分な人であっても、 サービスの利用をはじめ生活のさまざまな場面において、 障

がいのある人の自己決定や尊厳が守られ、 地域において、 その人らしい生活を送ることができるよ

う権利擁護に関する支援体制の構築をめざします。  

（ １） 生活の場の確保 

（ ２） 生活支援の充実 

（ ３） 相談・ 情報提供の充実 

（ ４） 権利擁護の推進・ 虐待の防止 

（ ５） 人材の育成と確保 

国の方針 

○「 成年後見制度の利用の促進に関する法律」 の施行（ 平成28 年5 月13 日）  

○「 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」 の一部改正（ 令和３年５ 月）  

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正（ 令和4 年12 月）  

【 障害者基本計画（ 第５次） 】  

１． 差別の解消、 権利擁護の推進及び虐待の防止 

○社会のあらゆる場面における障害者差別の解消 

・ 家族に対する相談支援や障害福祉サービス事業所等における虐待防止委員会の設置等、 虐待の

早期発見や防止に向けた取組 

・ 障害福祉サービスの提供に当たり、 利用者の意思に反した異性介助が行われることがないよ

う、 取組を推進 

・ 改正障害者差別解消法の円滑な施行に向けた取組等の推進 

７． 自立した生活の支援・ 意思決定支援の推進 

○意思決定支援の推進、 相談支援体制の構築、 地域移行支援・ 在宅サービス等の充実 

・ ヤングケアラーを含む家族支援、 サービス提供体制の確保 

・ 障害のあるこどもに対する支援の充実 

１ 事業評価 

２ アンケート  

調査結果 

調査結果項目 問番号 

医療的ケアに関して、 どのような支援の充実が必要かについて、 「 ヘルパーの確保・ 育

成」 が19 .1％、 「 医療従事者の確保・ 育成」 が14.7％。  

障がい者 

問18 

現在、 日中は主にどのように過ごしているかについて、 「 いずれにも該当せず自宅にい

る」 が身体障がいで63.9％、 精神障がいで43.3％と最も高く 、 「 生活介護や自立訓練

などに通所している」 が知的障がいで27.3％と高く なっている。  

障がい者 

問19 

今後どのような暮らし方をしたいかについて、 「 現在の家族と一緒に暮らしたい」 が身

体障がいで 63.6％、 知的障がいで 38.6％、 精神障がいで 52.9％と最も高く なってい

る。 また、 「 グループホーム等で共同生活をしたい」 が知的障がいで 26.1％と高く な

っている。  

障がい者 

問25 

いつ頃からグループホームに入居したいかについて、 「 現在入居している」 が 38 .9％

と最も高く 、 次いで「 親などが介助や支援できなく なったら入居したい」 が 18 .5％、

「 ５年以上後に入居したい」 が11 .1％。  

障がい者 

問26 

障がい福祉に関する情報の入手方法について、 今後、 充実を希望するものとして、 「 市

の広報紙」 が48 .9％と最も高く 、 「 市のホームページ」 が21.9％、 「 スマート フォン

等で使用するアプリ」 が16 .5％。  

障がい者 

問33 

医療・ 福祉サービスや就労、 生活上の困りごとなどについて、 家族のほかに誰に相談し

ているかについて、 「 市役所」 が36 .4％と最も高く 、 次いで「 医療機関」 が20 .9％。

一方、 「 どこに相談に行ったらよいかわからない」 が15 .5％。  

障がい者 

問43 

社会福祉協議会が実施する、 日常的金銭管理等を行う日常生活自立支援事業について、

制度を知らない人が 74.0 ％と最も高い。 また、 利用している人が身体障がいで

1.6％、 知的障がいで6.8％、 精神障がいで5.3％。  

障がい者 

問44 
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今後、 日常生活自立支援事業を利用したい人が 10.8％（ 身体障がい： 8.9％、 知的障

がい： 15 .9％、 精神障がい： 16 .6％） 。  

障がい者 

問45 

障がいのある人などの権利を擁護するため、 財産の処分や管理などの法律行為に関する

援助などを行う成年後見制度について、 制度を知らない人が 44.4％。 また、 利用して

いる人が2.3％。  

障がい者 

問46 

今後、 成年後見制度を利用したい人が5.3％。  
障がい者 

問47 

いままでに自分の体や心を傷つけられた（ 虐待された） ことがある人が15.3％。  
障がい者 

問48 

虐待の内容について、 「 怒鳴る、 悪口を言う、 仲間に入れない、 わざと無視する等（ 心

理的虐待） 」 が 79 .3％と最も高く 、 次いで「 殴る、 蹴る、 縛り付ける、 閉じ込める、

必要のない薬を飲ませる等（ 身体的虐待） 」 が 34.7％、 「 必要なお金を与えない、 勝

手にあなたのお金を使う等（ 経済的虐待） 」 が15 .3％。  

障がい者 

問49-① 

誰から虐待を受けたかについて、 「 家族、 親族、 一緒に住んでいる人等」 が 42 .7％と

最も高く 、 次いで「 働いている場所の人等」 が25 .3％、 「 学校の職員」 が12 .0％。  

障がい者 

問49-② 

虐待を受けたとき、 だれ（ どこ） に相談したかについて、 「 家族・ 親族」 が 35 .3％と

最も高く 、 「 医師・ 看護師・ ソーシャルワーカー等」 が 16 .7％、 「 知人・ 友人」 が

12.7％。 一方、 「 相談できる人がいない」 が22 .7％。  

障がい者 

問49-③ 

岩倉市が実施しているサービスについて、 「 地域活動支援センター」 を利用したことが

ある人が3.1％。  

障がい者 

問52 

今後、 充実すべきだと考えることについて、 「 将来の生活についての不安の解消、 相談

支援体制の充実」 が 34 .6％と最も高く 、 「 日中だけ通って受けられるサービスの充

実」 が11.5％、 「 障がいが重度でも入所・ 入居できる施設の整備」 が11 .2％、 「 ホー

ムヘルパー等による家事や介助の援助」 が 15.6％、 「 住宅改造などについての相談体

制と補助制度等の充実」 が 10.5％、 「 グループホームなど少人数で生活できる場の整

備」 が 10 .0％、 「 障がいのある人への適切かつ迅速な情報提供(点字図書、録音図書、

字幕放送などを含む)」 が4.5％。  

障がい者 

問54 

今後どのような暮らし方をしたいかについて、 「 現在の家族と一緒に暮らしたい」 が身

体障がいで 82.4 ％、 知的障がいで 75.0 ％、 精神障がいで 75.0 ％、 発達障がいで

80.5％と最も高く なっている。 また、 「 一人暮らしをしたい」 が精神障がいで 25.0％

と高く なっている。  

障がい児 

問29 

障がい福祉に関する情報の入手方法について、 今後、 充実を希望するものとして、 「 市

の広報紙」 が50 .4％と最も高く 、 次いで「 市公式ツイッター・ Ｌ Ｉ ＮＥ」 が36 .3％、

「 市のホームページ」 が35 .4％。  

障がい児 

問36 

障がいのある人などの権利を擁護するため、 財産の処分や管理などの法律行為に関する

援助などを行う成年後見制度を知っている人が58.4％。  

障がい児 

問45 

将来、 お子さんに関し 、 成年後見制度を利用したい人が 14.2 ％（ 身体障がい：

17.6％、 知的障がい： 19.2％、 精神障がい： 37.5％、 発達障がい： 14 .6％） 。  

障がい児 

問46 

お子さんは、 いままでに体や心を傷つけられた（ 虐待された） ことがある人が 15.9％

（ 知的障がい： 15 .4％、 精神障がい： 25.0％、 発達障がい： 17.1％） 。  

障がい児 

問47 

お子さんが体や心を傷つけられた（ 虐待された） とき、 だれ（ どこ） に相談したかにつ

いて、 「 家族・ 親族」 が 50 .0 ％と最も高く 、 次いで「 会社の人、 学校の先生」 が

38.9％、 「 知人・ 友人」 が27.8％。  

障がい児 

問48 

岩倉市が実施しているサービスについて、 「 地域活動支援センター」 を利用したことが

ある人が0.9％。  

障がい児 

問51 

今後、 充実すべきだと考えることについて、 「 将来の生活についての不安の解消、 相談

支援体制の充実」 が 48.7 ％、 「 日中だけ通って受けられるサービスの充実」 が

14.2％、 「 グループホームなど少人数で生活できる場の整備」 が11 .5％、「 障がいが

重度でも入所・ 入居できる施設の整備」 が 9.7％、 「 ホームヘルパー等による家事や介

助の援助」 が4.4％、 「 障がいのある人への適切かつ迅速な情報提供(点字図書、 録音図

書、 字幕放送などを含む)」 が2.7％、 「 住宅改造などについての相談体制と補助制度等

の充実」 が1.8％。  

障がい児 

問53 
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３ 次期計画に向

けた課題 

（ １） 生活の場の確保

障がいのある人が住み慣れた地域で安定した生活を継続するためには、 障がいの状況に応じた

居住の場を整えることが大切です。  

アンケート 調査によると、 今後どのような暮らし方をしたいかについて、 「 現在の家族と一緒

に暮らしたい」 が障がい者・ 障がい児ともに最も割合が高く なっています。 また、 「 グループホ

ーム等で共同生活をしたい」 が知的障がい（ 障がい者） で 26 .1％と高く 、 「 一人暮らしをした

い」 が精神障がい（ 障がい児） で25 .0％と高く なっています。  

今後、 充実すべきだと考えることについて、 「 障がいが重度でも入所・ 入居できる施設の整

備」 が障がい者で 11.2％、 障がい児で 9.7％、 「 住宅改造などについての相談体制と補助制度

等の充実」 が障がい者で 10.5％、 障がい児で 1.8％、 「 グループホームなど少人数で生活でき

る場の整備」 が障がい者で10.0％、 障がい者で11.5％となっています。  

障がいのある人が住み慣れた地域で安定した生活を継続するためには、 障がいの状況に応じた

居住の場を整えることが必要です。  

（ ２） 生活支援の充実

障がい者が地域で安心して生活するためには、 必要に応じて在宅サービスが受けられる環境づ

く りが重要です。  

アンケート 調査によると、 岩倉市が実施しているサービスについて、 「 地域活動支援センタ

ー」 を利用したことがある人が障がい者で3.1％、 障がい児で0.9％と低く なっています。  

今後、 充実すべきだと考えることについて、 「 日中だけ通って受けられるサービスの充実」 が

障がい者で11.5％、 障がい児で14.2％、 「 ホームヘルパー等による家事や介助の援助」 が障が

い者で15.6％、 障がい児で4.4％となっています。  

障がいのある人が身近な地域で安心して暮らし続けるためには、 サービス等利用計画が作成さ

れ適時の見直しが行われていく ように、 指定特定相談支援事業所に対する継続的な支援が必要で

す。 また、 地域生活支援拠点を整備し、 身近な困りごとの相談や 365 日２４時間の緊急時受け

入れ対応等のサービスの充実が求められています。  

（ ３） 相談・ 情報提供の充実

障がいのある人が住み慣れた地域や家庭で自立して暮らしていこうとするとき、 身近に相談で

きる体制が整っていることが重要です。  

アンケート 調査によると、 障がい福祉に関する情報の入手方法について、 今後、 充実を希望す

るものとして、 障がい者で「 市の広報紙」 が 48 .9 ％と最も高く 、 「 市のホームページ」 が

21.9％、 「 スマート フォン等で使用するアプリ」 が 16 .5％、 障がい児で、 「 市の広報紙」 が

50.4％と最も高く 、 次いで「 市公式ツイッター・ Ｌ Ｉ ＮＥ」 が 36.3％、 「 市のホームページ」

が35 .4％となっており、 広報紙での情報提供を希望する人が多く みられます。  

また、 医療・ 福祉サービスや就労、 生活上の困りごとなどについて、 家族のほかに誰に相談し

ているかについて、 「 市役所」 が36 .4％と最も高く 、 次いで「 医療機関」 が20 .9％となってい

る一方、 「 どこに相談に行ったらよいかわからない」 が15 .5％となっています。  

今後、 充実すべきだと考えることについて、 「 将来の生活についての不安の解消、 相談支援体

制の充実」 が障がい者で34 .6％と最も高く 、 障がい児で48.7％、 「 障がいのある人への適切か

つ迅速な情報提供(点字図書、 録音図書、 字幕放送などを含む)」 が障がい者で 4.5％、 障がい児

で2.7％となっています。  

今後も、 個々 の障がいのある人のニーズや実態に応じて適切な支援が行えるよう、 相談機関の

周知・ 場の充実や、 支援につなげる連携体制を強化し、 相談体制を充実していく ことが必要で

す。  

また、 障がいのある人やその家族などが、 住み慣れた地域で安心して暮らし、 生活を豊かで快

適なものとするためには、 障がいのある人が、 福祉サービスや生活に関する情報を、 必要なとき

に手軽に入手することができるよう情報提供に努める必要があります。  

（ ４） 権利擁護の推進・ 虐待の防止

障がいのある人が、 差別や偏見、 人権侵害を受けることなく 一人ひとりが尊重され、 権利や財

産が擁護されなければなりません。  

アンケート 調査によると、 社会福祉協議会が実施する、 日常的金銭管理等を行う日常生活自立

支援事業について、 制度を知らない人が 74.0％と最も高く なっています。 また、 今後、 日常生

活自立支援事業を利用したい人が１ 割となっています。 知的障がい、 精神障がいで利用したい人

の割合が高く なっています。  

成年後見制度について、 制度を知らない人が障がい者で 44.4％。 利用している人が 2.3％と

なっており、 今後、 成年後見制度を利用したい人が 5.3％と低く なっています。 一方、 障がい児

で成年後見制度を知っている人が58.4％と高く 、 成年後見制度を利用したい人が14.2％となっ

ており、 特に精神障がいで利用したいと考える人が多く なっています。  

いままでに自分の体や心を傷つけられた（ 虐待された） ことがある人が障がい者で 15.3％、
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障がい者で 15.9％となっています。 特に精神障がい（ 障がい児） で傷つけられたと感じている

人の割合が高く なっています。 また、 虐待の内容について、 「 怒鳴る、 悪口を言う、 仲間に入れ

ない、 わざと無視する等（ 心理的虐待） 」 が 79 .3％と最も高く 、 誰から虐待を受けたかについ

て、 「 家族、 親族、 一緒に住んでいる人等」 が42 .7％と最も高く となっています。  

虐待を受けたとき、 だれ（ どこ） に相談したかについて、 障がい者で「 家族・ 親族」 が

35.3％と最も高く 、 「 医師・ 看護師・ ソーシャルワーカー等」 が 16 .7％、 「 知人・ 友人」 が

12.7％、 障がい児で「 家族・ 親族」 が 50 .0％と最も高く 、 次いで「 会社の人、 学校の先生」 が

38.9％、 「 知人・ 友人」 が 27.8％となっています。 一方、 「 相談できる人がいない」 が障がい

者で22.7％います。  

地域では虐待や不適切な行為をされたことがある人も見られ、 さらに人権・ 権利擁護を推進し

ていく ためには、 地域及び当事者の人権・ 権利に対する意識啓発とともに、 成年後見制度の利用

を促進するため、 制度の周知とともに権利擁護を担う専門的人材の育成確保にも取り組んでいく

ことが必要です。  

（ ５） 人材の育成と確保

介護・ 福祉サービス分野においては、 利用者本位の質の高いサービスを提供するための人材が

求められています。  

アンケート 調査によると、 医療的ケアに関して、 どのような支援の充実が必要かについて、

「 ヘルパーの確保・ 育成」 が19.1％、 「 医療従事者の確保・ 育成」 が14 .7％となっています。  

介護･福祉人材の確保を進めるため、 若年層を含む幅広い年代が福祉の仕事に興味・ 関心を持

ち、 就労先として選択することが求められます。 そのためには、 子どもや学生等が福祉施設にお

いて、 直接障がい者と交流するような地域交流の場や体験型学習、 職場体験等を行い、 障がいの

ある人とのふれあいを通し、 障がい理解を促進するとともに魅力ある福祉の仕事への関心を深め

てもらうことが必要です。  



7

課題整理シート  

「 施策の方向３ 健やかに生きる～保健・ 医療の充実」 についての課題 

現計画の方向性

障がいの原因となる疾病の予防、 障がいの早期発見のため、 妊産婦や乳幼児を対象とした健康診

査や保健指導、 生活習慣病予防の健康教育や健康相談など保健事業の充実を図ります。  

障がいのある人が、 安心して受診できる医療体制の充実に努めるとともに、 いつまでも住み慣れ

た地域で暮らし続けられるよう、 保健・ 医療・ 福祉の連携を強化します。  

（ １） 保健事業の充実 

（ ２） 医療体制の充実と連携強化 

国の方針 

○医療的ケア児及びその家族に対する.支援に関する法律（ 令和３年９月）  

○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の改正（ 令和４年12 月）  

○難病の患者に対する医療等に関する法律の改正（ 令和４年12 月）  

【 障害者基本計画（ 第5 次） 】  

６． 保健・ 医療の推進 

○精神障害者の早期退院と地域移行、 社会的入院の解消 

・ 切れ目のない退院後の精神障害者への支援 

・ 精神科病院に入院中の患者の権利擁護等のため、 病院を訪問して行う相談支援の仕組みの構築 

・ 精神科病院における非自発的入院のあり方及び身体拘束等に関する課題の整理を進め、 必要な

見直しについて検討 

１ 事業評価 － 

２ アンケート  

調査結果 

調査結果項目 問番号 

現在、 病院などでなんらかの治療を受けているかについて、 「 通院している」 が

81.0％。 知的障がいで「 受けていない」 が34.1％と高く なっている。  

障がい者 

問14 

医療のことで、 なにか困っていることについて、 「 特に困っていることはない」 が

39.4％と最も高く 、 次いで「 いく つもの病院に通わなければならない」 が 16 .3％、

「 医者に病気の症状が正しく 伝えられない」 が12 .1％。  

障がい者 

問15 

ふだん医療的ケアを必要としているかについて、 「 必要である」 が20 .8％。  
障がい者 

問16 

医療的ケアに関して、 どのような支援の充実が必要かについて、 「 ヘルパーの確保・ 育

成」 が19.1％、 「 医療的ケア者が利用できる生活介護の整備」 が18 .1％、「 医療従事

者の確保・ 育成」 が14.7％。  

障がい者 

問18 

今後、 充実すべきだと考えることについて、 「 専門的機能回復訓練（ リハビリテーショ

ン） の充実」 、 「 医師・ 保健師や介護士の訪問等による健康チェックなどの充実」 が

12.2％。  

障がい者 

問54 

お子さんは現在、 病院などでなんらかの治療を受けているかについて、 「 通院してい

る」 が69 .9％。  

障がい児 

問18 

お子さんの医療のことで、 なにか困っていることについて、 「 とく に困っていることは

ない」 が 31.0％と最も高く 、 次いで「 専門的な治療をしてく れる病院が近く にない」

が29 .2％、 「 いく つもの病院に通わなければならない」 が27 .4％。  

障がい児 

問19 

お子さんは、 ふだん医療的ケアを必要としているかについて、 「 必要である」 が

3.5％。  

障がい児 

問20 

今後、 充実すべきだと考えることについて、 「 専門的機能回復訓練（ リハビリテーショ

ン） の充実」 が 7.1％、 「 医師・ 保健師や介護士の訪問等による健康チェックなどの充

実」 が2.7％。  

障がい児 

問53 
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３  次期計画に向

けた課題 

（ １） 保健事業の充実

障がいを軽減し、 障がい者の自立を促進するためには、 医療やリハビリテーショ ンが重要な役

割を果たしており、 身近な地域で治療や対応が行えることが重要となります。  

アンケート 調査によると、 現在、 病院などでなんらかの治療を受けているかについて、 「 通院

している」 が障がい者で81.0％、 障がい児で69.9％となっています。  

今後、 充実すべきだと考えることについて、 「 専門的機能回復訓練（ リハビリテーショ ン） の

充実」 が障がい者で12.2％、 、 障がい児で7.1％となっています。  

今後も、 地域で医療を受けながら安定した生活を送ることができるよう に、 居住の確保や医

師、 保健師、 相談支援専門員等の連携による支援の充実を図ることが必要です。  

（ ２） 医療体制の充実と連携強化

保健や医療の支援が必要な障がいのある人が地域で暮らし続けていく ために、 保健・ 医療サー

ビスと福祉サービスとの連携が必要です。  

アンケート 調査によると、 医療のことで困っていることについて、 障がい者で「 いく つもの病

院に通わなければならない」 が 16 .3 ％、 「 医者に病気の症状が正しく 伝えられない」 が

12.1％、 障がい児で「 専門的な治療をしてく れる病院が近く にない」 が 29.2％、 「 いく つもの

病院に通わなければならない」 が27 .4％となっています。  

今後、 充実すべきだと考えることについて、 「 医師・ 保健師や介護士の訪問等による健康チェ

ックなどの充実」 が障がい者で12.2％、 障がい児で2.7％となっています。

住み慣れた地域で安心して暮らすためには、 いつでも適切な医療サービスを受けられる体制が

必要です。 今後、 障がい者の高齢化・ 重度化がさらに進むとともに、 医療的ケアが必要な児童が

増えることが予測されるため、 地域生活支援拠点の整備とあわせて、 保健・ 医療・ 福祉・ 教育等

の関係機関の連携強化が必要となります。  
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課題整理シート  

「 施策の方向４ 可能性を伸ばす～療育・ 保育・ 教育の充実」 についての課題 

現計画の方向性

障がいのある児童の可能性を伸ばし、 持てる能力を十分発揮できるよう、 早期療育の充実に努め

るとともに、 継続的な支援が行われるよう、 保育園・ 幼稚園・ 認定こども園、 小中学校、 保健セン

ター、 子ども発達支援施設「 あゆみの家」 、 放課後児童クラブなど関係機関とのネット ワークの強

化を図ります。 また、 重症心身障がい児や医療的ケアを要する子どもが適切な支援を受けられるよ

う体制整備に努めます。  

学校教育においては、 一人ひとりの教育的ニーズに応じて適切な支援を行うとともに、 自閉症ス

ペクト ラム障害（ ＡＳＤ） 、 学習障害（ Ｌ Ｄ） 、 注意欠陥多動性障害（ ＡＤＨＤ） など発達障がい

のある子どもに対して、 生活や学習上の困難を改善・ 克服するために、 適切な教育や指導を通じて

必要な支援を行います。  

（ １） 療育の充実 

（ ２） 保育・ 幼児教育の充実 

（ ３） インクルーシブ教育の推進 

国の方針 

○「 学校教育法等の一部を改正する法律」 が成立（ 平成30 年5 月）  

○「 インクルーシブ教育システム」 の構築、 発達障害者支援法の改正（ 平成 28 年８ 月１ 日施

行） 、 児童福祉法の改正（ 平成28 年６月３日施行）  

【 障害者基本計画（ 第5 次） 】  

８． 教育の振興 

○インクルーシブ教育システムの推進・ 教育環境の整備 

・ 自校通級、 巡回通級の充実をはじめとする通級による指導の一層の普及 

・ 教職員の障害に対する理解や特別支援教育に係る専門性を深める取組の推進 

・ 病気療養児へのICT を活用した学習機会の確保の促進 

１ 事業評価 

２ アンケート  

調査結果 

調査結果項目 問番号 

岩倉市が実施しているつぎのサービスについて、 医療型児童発達支援を利用したことが

ある人が0.6％、 知っている人が11.6％。  

障がい者 

問52 

今後、 充実すべきだと考えることについて、 「 幼稚園・ 保育園、 学校における障がいの

ある児童の受け入れ拡大」 が4.4％、 「 特別支援教育の充実」 が3.5％。  

障がい者 

問54 

お子さんの育児をするにあたり、 悩みや不安はあるかについて、 「 こどもの成長や発達

について」 「 こどもの就学や進路について」 「 学校等での生活に関すること」 などの意

見が上位に挙がっている。  

障がい児 

問10 

お子さんの育児をするにあたり、 悩みや困っていることを相談する相手はどなたかにつ

いて、 「 家族・ 親族」 が 45 .1％と最も高く 、 次いで「 医師・ 看護師・ ソーシャルワー

カー等」 が10 .6％。  

障がい児 

問11 

医療的ケアに関して、 どのような支援の充実が必要かについて、 「 医療的ケア児の教育

に関する支援」 が3 件、 「 医療的ケア児の通所支援の整備（ 児童発達支援・ 放課後等デ

イサービス） 」 が2 件。  

障がい児 

問22 

現在、 お子さんは、 日中は主にどのように過ごしているかについて、 「 幼稚園・ 保育園

等、 学校に通園・ 通学している」 が 82 .3％と最も高く 、 次いで「 あゆみの家や児童発

達支援施設に通園・ 通所している」 が12 .4％。  

障がい児 

問23 

岩倉市が実施しているつぎのサービスについて、 医療型児童発達支援を利用したことが

ある人が14.2％、 知っている人が39.8％。  

障がい児 

問51 

今後、 充実すべきだと考えることについて、 「 特別支援教育の充実」 が 54 .9％と最も

高く 、 「 幼稚園・ 保育園、 学校における障がいのある児童の受け入れ拡大」 が

46.9％。  

障がい児 

問53 
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３ 次期計画に向

けた課題 

（ １） 療育の充実

子どもの障がいには、 発達障がい、 知的障がい、 肢体不自由、 重症心身障がい等があります

が、 できるだけ早期から継続的な支援を行うために、 早期発見、 早期療育が求められています。  

アンケート 調査によると、 医療的ケアに関して、 どのような支援の充実が必要かについて、

「 医療的ケア児の教育に関する支援」 が３ 件、 「 医療的ケア児の通所支援の整備（ 児童発達支

援・ 放課後等デイサービス） 」 が2 件となっています。  

岩倉市が実施しているつぎのサービスについて、 医療型児童発達支援を利用したことがある人

が障がい者で0.6％、 知っている人が11.6％、 障がい児で利用したことがある人が14.2％、 知

っている人が39.8％となっています。  

今後も、 障がいのある子どもが、 地域で暮らしながら専門的な療育を受けられる体制や、 障が

いの特性に応じた療育を実施するため、 指導方法等の工夫や改善を図っていく ことが求められま

す。  

（ ２） 保育・ 幼児教育の充実

障がいの有無にかかわらず、 子どもたちが同一の場で遊びや生活ができるような教育は、 特別

な支援が必要な子どもに対する理解促進や子どもたちの心身の発達促進のために重要です。  

アンケート 調査によると、 現在、 お子さんは、 日中は主にどのように過ごしているかについ

て、 「 幼稚園・ 保育園等、 学校に通園・ 通学している」 が 82 .3％と最も高く 、 次いで「 あゆみ

の家や児童発達支援施設に通園・ 通所している」 が12 .4％となっています。  

育児をするにあたり、 悩みや不安はあるかについて、 「 こどもの成長や発達について」 「 こど

もの就学や進路について」 「 学校等での生活に関すること」 などの意見が上位に挙がっていま

す。 また、 育児をするにあたり、 悩みや困っていることを相談する相手はどなたかについて、

「 家族・ 親族」 が 45.1 ％と最も高く 、 次いで「 医師・ 看護師・ ソーシャルワーカー等」 が

10.6％となっています。  

今後、 充実すべきだと考えることについて、 「 幼稚園・ 保育園、 学校における障がいのある児

童の受け入れ拡大」 が障がい者で4.4％、 障がい児で46.9％となっています。  

地域の中では、 就学前から卒業後の生活までを見通して、 学校教育・ 子育て・ 福祉・ 就労部門

との連携を緊密にし、 子どもの成長段階や障がい特性に応じた必要な支援と相談体制の充実を図

ることが必要です。  

（ ３） インクルーシブ教育の推進

地域共生社会の実現に向けて、 障がいのある幼児・ 児童・ 生徒が自立と社会参加を目指すイン

クルーシブ教育は大変重要となっており、 また、 「 障害者差別解消法」 の施行後、 合理的配慮の

提供が求められています。  

アンケート 調査によると、 今後、 充実すべきだと考えることについて、 「 特別支援教育の充

実」 が障がい者で3.5％、 障がい児で54.9％と最も高く なっています。

今後も、 一人一人の状況に応じたきめ細かな保育・ 教育がなされるよう、 より一層のインクル

ーシブ教育に向け、 体制の強化を図ることが必要です。  
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課題整理シート  

「 施策の方向５ いきいきと活動する～社会参加の促進」 についての課題 

現計画の方向性

「 働く 」 ことは、 経済的な自立生活の基盤となることはもちろん、 社会参加の基本といえます。

働く 意欲と能力を有する障がいのある人に、 もっと働く 機会が提供されるよう総合的な支援を進め

ます。 また、 就労継続支援や一般就労への移行、 ハローワークの労働施策の活用などによって経済

的な自立を果たし、 地域での自立した生活が実現するよう、 学校、 企業、 サービス事業者、 関係機

関などの連携による就労に向けた支援を推進します。  

スポーツ・ レクリエーショ ン、 文化活動への参加は、 生活を豊かにします。 一人でも多く の障が

いのある人が気軽に活動に参加し、 その楽しさを享受できるよう、 参加機会の拡充、 参加促進のた

めの配慮・ 支援を行います。 

（ １） 雇用の促進 

（ ２） 就労後の支援の充実 

（ ３） スポーツ・ レクリエーショ ン、 文化活動の推進 

国の方針 

○障害者の雇用の促進等に関する法律の改正（ 令和５年４月）  

○「 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」 の施行（ 平成30 年6 月）  

○「 障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画」 を公表（ 平成31 年3 月）  

【 障害者基本計画（ 第５次） 】  

９． 雇用・ 就業、 経済的自立の支援 

○総合的な就労支援 

・ 地域の関係機関が連携した雇用前･後の一貫した支援、 就業･生活両面の一体的支援 

・ 雇用・ 就業施策と福祉施策の組合せの下、 年金や諸手当の支給、 税制優遇措置、 各種支援制度

の運用 

・ 農業分野での障害者の就労支援（ 農福連携） の推進 

１０． 文化芸術活動・ スポーツ等の振興 

○障害者の芸術文化活動への参加、 スポーツに親しめる環境の整備 

・ 障害者の地域における文化芸術活動の環境づく り 

・ 日本国際博覧会（ 大阪・ 関西万博） の施設整備、 文化芸術の発信などの環境づく り 

・ 障害の有無に関わらずスポーツを行うことのできる環境づく り 

１  事業評価 

２ アンケート  

調査結果 

調査結果項目 問番号 

主にどなたの収入で生活しているかについて、 「 本人」 が身体障がいで 64.1％、 精神

障がいで40.6％と高く 、 「 親」 が知的障がいで51.1％と最も高く なっている。  

障がい者 

問11 

現在、 日中は主にどのように過ごしているかについて、 「 仕事をしている」 が 19 .8％

（ 身体障がい： 18 .1％、 知的障がい： 27 .3％、 精神障がい： 23 .0％） 。 「 就労継続

支援（ A 型・ B 型） を利用している」 が身体障がいで 1.3％、 知的障がいで 17.0％、

精神障がいで15.5％。  

障がい者 

問19 

仕事について、 「 職員以外（ アルバイト 等） 」 が 33 .2％と最も高く 、 次いで「 正規職

員」 が25 .5％、 「 就労継続支援や事業所などでの就労」 が19 .8％。  

障がい者 

問20-① 

現在の職場について不安や不満はあるかについて、 「 収入が少ない」 が 31 .2％、 「 障

がいに対する配慮や意識が低い」 が15 .4％、 「 人間関係がよく ない」 が12.6％。  

障がい者 

問20-③ 

障がいのある人の就労を促進するために、 どのような支援が最も必要であると思うかに

ついて、 「 働きやすい職場環境づく りの事業者への指導」 「 就労に関する総合相談」

「 就職後の支援」 などの意見が上位に挙がっている。  

障がい者 

問22 

今後、 主に日中をどのように過ごしたいかについて、 「 正規職員として働きたい」 が

19.4％（ 身体障がい： 11 .4％、 知的障がい： 33.3％、 精神障がい： 24.3％） 。 「 就

労継続支援などを利用して働きたい」 が知的障がいで33.3％、 精神障がいで18.9％。  

障がい者 

問24 

この１年間に活動状況について、 「 趣味の活動」 が20 .4％、 「 旅行」 が19 .3％、 「 コ

ンサート や映画の鑑賞、 スポーツの観戦」 が 18 .3％。 今後、 活動したいことについ

て、 「 旅行」 が 35 .3％と最も高く 、 次いで「 コンサート や映画の鑑賞、 スポーツの観

戦」 が24 .7％、 「 趣味の活動」 が23 .0％。  

障がい者 

問34 
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岩倉市が実施しているサービスについて、 「 就労定着支援」 を利用したことがある人が

2.4％。 知っている人が16.8％。  

障がい者 

問52 

今後、 充実すべきだと考えることについて、 「 障がいの種類に応じた障がい者の雇用を

促進すること」 が23.0％、 「 配慮された働く 場の整備」 が10.7％、 「 障がい者スポー

ツ・ 文化・ レクリエーショ ン活動の支援」 が3.5％。  

障がい者 

問54 

お子さんは、 休日や時間的余裕のあるときに、 どのよう に過ごしているかについて、

「 趣味や学習活動」 が 29 .2 ％、 「 映画などの鑑賞」 が 12 .4 ％、 「 スポーツ」 が

7.1％。  

障がい児 

問26 

今後、 主に日中をどのように過ごしたいかについて、 「 正規職員として働きたい」 が

7.7％、 「 就労継続支援などを利用して働きたい」 が11 .5％。  

障がい児 

問28 

この１ 年間にどのような活動をしたかについて、 「 旅行」 が 59 .3％と最も高く 、 次い

で「 コンサート や映画の鑑賞、 スポーツの観戦」 が 39.8％、 「 知識や技術を身に着け

る学習活動」 が32 .7％。 今後、 活動したいことについて、 「 旅行」 が49 .6％と最も高

く 、 次いで「 趣味の活動」 が 40 .7 ％、 「 知識や技術を身に着ける学習活動」 が

39.8％。  

障がい児 

問37 

岩倉市が実施し ているサービスについて、 「 就労定着支援」 を知っている人が

21.2％。 今後、 利用したい人が32.7％。  

障がい児 

問51 

今後、 充実すべきだと考えることについて、 「 障がいの種類に応じた障がい者の雇用を

促進すること」 が46.0％、 「 配慮された働く 場の整備」 が31.0％、 「 障がい者スポー

ツ・ 文化・ レクリエーショ ン活動の支援」 が3.5％。  

障がい児 

問53 

３ 次期計画に向

けた課題 

（ １） 雇用の促進

障がい者が地域で自立した生活を送るためには、 就労が重要であり、 働く 意欲のある障がい者

がその能力や適性に応じて、 より力を発揮できるよう取り組むことが必要です。  

アンケート 調査によると、 日中は主に過ごし方について、 仕事をしている人が約２ 割となって

います。 特に知的障がいで仕事をしている人の割合が高く なっています。 また、 現在の職場につ

いて不安や不満はあるかについて、 「 収入が少ない」 が 31 .2％、 「 障がいに対する配慮や意識

が低い」 が15 .4％、 「 人間関係がよく ない」 が12.6％となっています。  

障がいのある人の就労を促進するために必要なことについて「 働きやすい職場環境づく りの事

業者への指導」 「 就労に関する総合相談」 「 就職後の支援」 等の意見が上位に挙がっています。  

今後、 充実すべきだと考えることについて、 障がい者で「 障がいの種類に応じた障がい者の雇

用を促進すること」 が23 .0％、 「 配慮された働く 場の整備」 が10.7％、 障がい児で「 障がいの

種類に応じた障がい者の雇用を促進すること」 が 46.0 ％、 「 配慮された働く 場の整備」 が

31.0％となっています。  

障がい者が就労することは、 経済的自立や生きがいづく り、 一人ひとりがもつ能力を発揮し、

地域に貢献することにつながります。  

今後も、 障がい者の雇用促進の充実に向け、 障がいや障がい者への理解や就労環境の改善促進

に取り組んでいく 必要があります。  

（ ２） 就労後の支援の充実

障がいのある人が、 社会の一員として就労の機会を得て、 充実した社会生活を送るため、 障が

いの特性に応じた支援を受けながら、 就労し働き続けることのできる環境整備が必要です。  

アンケート 調査によると、 岩倉市が実施しているサービスについて、 「 就労定着支援」 を利用

したことがある人が障がい者で 2.4％、 知っている人が 16.8％、 障がい児で知っている人が

21.2％、 今後利用したい人が 32.7％となっており、 今後も認知度を向上させる必要がありま

す。  

今後も、 企業と就労する障がいのある人とのマッチングや、 就労後も働き続けるために、 就労

支援実施機関による効果的な就労移行支援、 ジョ ブコーチ等による就労定着支援の一層の推進が

求められます。  
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３ 次期計画に向

けた課題 

（ ３） スポーツ・ レクリエーショ ン、 文化活動の推進

生涯学習、 文化・ スポーツ活動などの体制を充実することは、 障がい者の生きがいや社会参加

の促進につながります。  

アンケート 調査によると、 この１ 年間にどのような活動をしたかについて、 障がい者で「 趣味

の活動」 が 20 .4％、 「 旅行」 が 19 .3％、 「 コンサート や映画の鑑賞、 スポーツの観戦」 が

18.3％、 今後、 活動したいことについて、 「 旅行」 が 35 .3％と最も高く 、 次いで「 コンサート

や映画の鑑賞、 スポーツの観戦」 が24.7％、 「 趣味の活動」 が23.0％となっており、 １年間の

活動について、 障がい児で「 旅行」 が 59 .3％と最も高く 、 次いで「 コンサート や映画の鑑賞、

スポーツの観戦」 が39.8％、 「 知識や技術を身に着ける学習活動」 が32 .7％。 今後、 活動した

いことについて、 「 旅行」 が49.6％と最も高く 、 次いで「 趣味の活動」 が40.7％、 「 知識や技

術を身に着ける学習活動」 が 39 .8％となっています。 今後活動したい内容に「 旅行」 を希望す

る人が多いことから、 移動する際の道路等の交通環境の整備などが求められます。  

障がいのある人とない人が相互の理解を深めるとともに、 障がいのある人の生活の質の向上を

図り、 能力や個性、 意欲に応じて積極的に社会参加できる環境づく りが重要です。  

今後も、 多様な交流機会づく りに努め、 障がいのある人の社会参加を促進し、 その能力や個性

を引き出すことができるよう、 関係団体、 地域組織等との連携を図っていく 必要があります。
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課題整理シート  

「 施策の方向６ 安心して暮らす～安全・ 安心の整備」 についての課題 

現計画の方向性

障がいのある人はもちろん、 高齢者、 子ども、 妊婦など、 あらかじめ誰にでも利用しやすいよう

に配慮して、 道路、 建築物、 公園等の整備を進めるユニバーサルデザインに基づいたまちづく り

を、 市民、 行政、 事業者等が一体となって推進します。  

東日本大震災をはじめ想像を超えた自然災害が各地で発生する中、 本市においても地震はもとよ

り、 大雨による川の増水など災害に対する不安は大きく なっています。 障がいのある人など災害時

に避難行動が困難な人の安全確保が図れるよう、 避難所などの機能強化も含め、 市全体で体制を整

えていきます。  

（ １） ユニバーサルデザインに基づいたまちづく りの推進 

（ ２） 外出・ 移動支援の充実 

（ ３） 災害時の地域支援体制の確立 

（ ４） 福祉避難所の整備 

国の方針 

○災害対策基本法が改正され、 区市町村において災害時要配慮者の支援を実施するための基礎とな

る名簿（ 避難行動要支援者名簿） の作成が義務付けられた。  

○「 道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」 の公布（ 聴覚障害者が運転できる車両の種類

の拡大） （ 平成23 年9 月）  

○「 高齢者、 障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律」 が成立（ 平成

30 年5 月）  

【 障害者基本計画（ 第5 次） 】  

２． 安全・ 安心な生活環境の整備 

○移動しやすい環境の整備、 まちづく りの総合的な推進 

・ 公共交通機関や多数の者が利用する建築物のバリアフリー化 

・ 接遇ガイドライン等の普及・ 啓発等の「 心のバリアフリー」 の推進 

・ 歩道が設置されていない道路や踏切道の在り方について検討、 信号機等の整備 

・ 国立公園等の主要な利用施設のバリアフリー化や情報提供等の推進 

４． 防災、 防犯等の推進 

○災害発生時における障害特性に配慮した支援 

・ 福祉避難所、 車いす利用者も使える仮設住宅の確保 

・ 福祉・ 防災の関係者が連携した個別避難計画等の策定、 実効性の確保 

・ 障害特性に配慮した事故や災害時の情報伝達体制の整備 

１ 事業評価 － 

２ アンケート  

調査結果 

調査結果項目 問番号 

どのような介助や支援が必要かについて、 「 外出の付き添い（ 通院を含む） 、 送迎」 が

40.6％と最も高い。  

障がい者 

問９ 

どれく らい外出するかについて、 「 ほぼ毎日」 が41 .2％（ 身体障がい： 38 .5％、 知的

障がい： 54 .5％、 精神障がい： 48.1％） と最も高い。  

障がい者 

問27 

外出のときの主な交通手段について、 「 徒歩」 が 41 .1％と最も高く 、 次いで「 他の人

が運転する自動車」 が35.9％、 「 自分で運転する自動車」 が29.2％。  

障がい者 

問28 

外出の目的について、 「 買物」 が72 .2％と最も高く 、 次いで「 通院」 が63 .1％、 「 散

歩」 が32 .7％。  

障がい者 

問29 

外出するうえで困ることについて、 「 介助者などがいないと外出が困難である」 「 外出

するのにお金がかかる」 「 必要なときに手助けが得られない」 などの意見が上位に挙が

っている。  

障がい者 

問30 

岩倉市において、 近年、 ユニバーサルデザインに基づく 街づく りや、 公共施設における

バリアフリーの推進が進んできていると感じている人が14.5％。  

障がい者 

問31 

地震などの災害時に避難できるかについて、 「 一人でできると思う」 が 39 .0％と最も

高く 、 次いで「 支援者がいればできる」 が30 .6％、 「 できないと思う」 が14 .0％。  

障がい者 

問38 

地震などの災害時にすぐに困ることや不安に思うことについて、 「 災害の状況がわから

ないこと」 が 45 .8％と最も高く 、 次いで「 誰に救助を求めたらいいかわからない」 が

32.7％、 「 避難所がわからない」 が19 .2％。  

障がい者 

問39 
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災害時に、 避難所等で困ると思われることについて、 「 ト イレのこと」 「 プライバシー

保護のこと」 などの意見が上位に挙がっている。  

障がい者 

問40 

災害時に備えてどのようなことに力を入れてほしいと思うかについて、 「 避難先での医

療・ 治療体制の整備」 「 病気・ 障がいの種類ごとの必要に対応した設備やサービス」

「 病気や障がいのある人が避難するための地域ぐるみの協力体制の確立」 などの意見が

上位に挙がっている。  

障がい者 

問41 

避難行動要支援者制度を知っている人が11.4％、 知らない人が75.1％。 すでに利用し

ている人が1.7％。  

障がい者 

問42 

岩倉市が実施しているサービスについて、 「 移動支援」 を利用したことがある人が

4.8％。 知っている人が29.5％。  

障がい者 

問52 

今後、 充実すべきだと考えることについて、 「 災害や具合が悪く なったときなど緊急時

の連絡手段の確保」 が 25.2％、 「 障がい者が行動しやすい福祉のまちづく り(道路、 交

通機関や公共施設)の改善、 工夫」 が24.2％。  

障がい者 

問54 

どのような介助や支援が必要かについて、 「 外出の付き添い（ 通院を含む） 、 送迎」 が

55.8％と最も高い。  

障がい児 

問14 

お子さんは、 どれく らい外出するかについて、 「 ほぼ毎日」 が 77.0％（ 身体障がい：

88.2％、 知的障がい： 78 .8％、 精神障がい： 62.5％、 発達障がい： 80.5） と最も高

い。  

障がい児 

問30 

外出のときの主な交通手段について、 「 他の人が運転する自動車」 が 71.7％と最も高

く 、 次いで「 徒歩」 が54.0％、 「 自転車」 が24 .8％。  

障がい児 

問31 

外出の目的について、 「 通園、 通学」 が 75.2 ％と 最も高く 、 次いで「 買物」 が

46.9％、 「 散歩」 、 「 施設への通所」 が31 .0％。  

障がい児 

問32 

外出するうえで困ることについて、 「 介助者などがいないと外出が困難である」 「 人の

目が気にかかる」 「 必要なときに手助けが得られない」 などの意見が上位に挙がってい

る。  

障がい児 

問33 

岩倉市において、 近年、 ユニバーサルデザインに基づく 街づく りや、 公共施設における

バリアフリーの推進が進んできていると感じている人が11.5％。  

障がい児 

問34 

お子さんは、 地震などの災害時に避難できるかについて、 「 支援者がいればできる」 が

65.5％と最も高く 、 次いで「 できないと思う」 が13 .3％、 「 一人でできると思う」 が

10.6％。  

障がい児 

問40 

地震などの災害時にお子さんがすぐに困ることや不安に思うことについて、 「 家族など

に連絡をとれない」 が 61 .1％と最も高く 、 次いで「 災害の状況がわからないこと」 が

60.2％、 「 誰に救助を求めたらいいかわからない」 が56.6％。  

障がい児 

問41 

災害時に、 避難所等でお子さんが困ると思われることについて、 「 コミ ュニケーショ ン

のこと」 「 ト イレのこと」 「 避難所で過ごすこと自体が難しい」 などの意見が上位に挙

がっている。  

障がい児 

問42 

災害時に備えてどのようなことに力を入れてほしいと思うかについて、 「 病気・ 障がい

の種類ごとの必要に対応した設備やサービス」 「 病気や障がいのある人が避難するため

の地域ぐるみの協力体制の確立」 「 避難先で安心して過ごせる仲間づく りの工夫」 など

の意見が上位に挙がっている。  

障がい児 

問43 

避難行動要支援者制度を知っている人が15.9％、 知らない人が76.1％。 すでに利用し

ている人が1.8％。  

障がい児 

問44 

岩倉市が実施しているサービスについて、 「 移動支援」 を利用したことがある人が

0.9％、 知っている人が36.2％。  

障がい児 

問52 

今後、 充実すべきだと考えることについて、 「 障がい者が行動しやすい福祉のまちづく

り(道路、 交通機関や公共施設)の改善、 工夫」 が 12.4％、 「 災害や具合が悪く なった

ときなど緊急時の連絡手段の確保」 が10 .6％。  

障がい児 

問53 
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３ 次期計画に向

けた課題 

（ １） ユニバーサルデザインに基づいたまちづく りの推進

アンケート 調査によると、 岩倉市において、 近年、 ユニバーサルデザインに基づく 街づく り

や、 公共施設におけるバリ アフリ ーの推進が進んできていると感じている人が障がい者で

14.5％、 障がい児で11.5％と低く なっています。  

今後、 充実すべきだと考えることについて、 「 障がい者が行動しやすい福祉のまちづく り(道

路、 交通機関や公共施設)の改善、 工夫」 が障がい者で 24.2％、 障がい児で 12.4％となってい

ます。  

公共的建築物や道路などの公共施設等のバリアフリー化、 ユニバーサルデザイン化を推進し、

障がいの有無や年齢等にかかわらず、 誰もが安心して生活できるような環境の形成に取り組んで

いく ことが必要です。  

（ ２） 外出・ 移動支援の充実

買い物や通勤・ 通学、 通所・ 通院等の日常生活だけでなく 、 積極的に地域活動に参加するため

には、 移動手段の確保は欠かせません。  

アンケート 調査によると、 どのような介助や支援が必要かについて、 「 外出の付き添い（ 通院

を含む） 、 送迎」 が障がい者で40.6％、 障がい者で55.8％と最も高く なっています。 また、 外

出するうえで困ることについて、 障がい者で「 介助者などがいないと外出が困難である」 「 外出

するのにお金がかかる」 「 必要なときに手助けが得られない」 などの意見が、 障がい児で「 介助

者などがいないと外出が困難である」 「 人の目が気にかかる」 「 必要なときに手助けが得られな

い」 などの意見が上位に挙がっており、 外出の際に介助を必要としている人が多く みられます。  

岩倉市が実施しているサービスについて、 「 移動支援」 を利用したことがある人が障がい者で

4.8％、 障がい児で0.9％と低く なっています。  

今後も、 障がいのある人の外出を支援するために、 公共交通機関等の移動手段をより利用しや

すく する必要があります。 また、 単身での外出が困難な人が必要な時に目的地まで安全に移動で

きるように支援の充実が求められます。  

（ ３） 災害時の地域支援体制の確立

災害時に障がいのある人など支援を必要とする方に対する対策の推進が、 我が国全体で大きな

課題となっています。  

アンケート 調査によると、 地震などの災害時に避難できるかについて、 障がい者で「 一人でで

きると思う」 が39.0％と最も高く 、 次いで「 支援者がいればできる」 が30.6％、 「 できないと

思う」 が14.0％、 障がい児で「 支援者がいればできる」 が65.5％と最も高く 、 次いで「 できな

いと思う」 が13 .3％、 「 一人でできると思う」 が10 .6％となっており、 避難の際に支援者を必

要とする人の割合が高く なっています。 また、 地震などの災害時にすぐに困ることや不安に思う

ことについて、 障がい者で「 災害の状況がわからないこと」 が 45 .8％と最も高く 、 次いで「 誰

に救助を求めたらいいかわからない」 が32.7％、 「 避難所がわからない」 が19 .2％、 障がい児

で「 家族などに連絡をとれない」 が 61 .1％と最も高く 、 次いで「 災害の状況がわからないこ

と」 が60 .2％、 「 誰に救助を求めたらいいかわからない」 が56 .6％となっています。  

今後、 充実すべきだと考えることについて、 「 災害や具合が悪く なったときなど緊急時の連絡

手段の確保」 が障がい者で25.2％、 障がい児で10.6％となっています。  

今後も、 災害発生時における避難行動に支援が必要な方に対して、 地域の人々 が協力して助け

合う共助の推進に取り組むことで、 障がい者の援護体制の強化を図っていく ことが必要です。  

（ ４） 福祉避難所の整備

アンケート 調査によると、 災害時に、 避難所等で困ると思われることについて、 障がい者で

「 ト イレのこと」 「 プライバシー保護のこと」 などの意見が、 障がい児で「 コミ ュニケーショ ン

のこと」 「 ト イレのこと」 「 避難所で過ごすこと自体が難しい」 などの意見が上位に挙がってい

ます。  

また、 災害時に備えてどのようなことに力を入れてほしいと思うかについて、 障がい者で「 避

難先での医療・ 治療体制の整備」 「 病気・ 障がいの種類ごとの必要に対応した設備やサービス」

「 病気や障がいのある人が避難するための地域ぐるみの協力体制の確立」 などの意見が、 障がい

児で「 病気・ 障がいの種類ごとの必要に対応した設備やサービス」 「 病気や障がいのある人が避

難するための地域ぐるみの協力体制の確立」 「 避難先で安心して過ごせる仲間づく りの工夫」 な

どの意見が上位に挙がっています。  

避難行動要支援者制度を知っている人が障がい者で 11.4 ％、 すでに利用している人が

1.7％、 障がい児で知っている人が15.9％、 すでに利用している人が1.8％となっており、 避難

行動要支援者制度の認知度・ 利用率は低く なっています。  

今後、 福祉避難拠点の整備や地域住民が主体となった避難所ごとの管理運営体制を構築し、 災

害発生時の迅速かつ適切な情報提供、 避難支援体制の強化、 避難生活における安全・ 安心の確保

等に向け、 地域全体で取り組んでいく ことが必要です。  
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